
協議第１４号  社会福祉協議会の取扱いについて 
 

 

 

社会福祉協議会の取扱いについて提出する。 

 

 

平成１５年１２月２４日 提出 

 

 

菊池北部四市町村合併協議会会長 松 岡 一 俊  

 

 

社会福祉協議会の取扱いについて 

 

１ 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併時に統合で

きるよう調整に努める。 

 

２ 委託事業、補助事業については、社会福祉協議会の事業内容等の事情を尊重

しながら調整に努める。また、新市は社会福祉協議会と協力し、地域福祉の

推進に向け住民が安心して暮らせるよう福祉の充実に努める。 

 

 

     平成１６年 １月２７日 確認 

 



円

円

34,729,013

円78,939,583

(124,252,000)

円4,260,700

円

円

18,787,956

240,982,000

4,966,214

90,148,000

円

５．平成１４年度決算状況

一般会計合計

収入

収入

支払資金残高

【上記の内介護保険事業】

支出

支出 円

円

円

円53,577,143

11,449,155 円

円

163,812,029

人

人

円175,261,184

人

8

43

円

円

(70,364,000)

10,252,304

183,016,000

63,829,447

泗水町地域福祉センター

泗水町

１，２１８．００　㎡

人

人

2

人

人

23

6,705,514

32,616,197

10,499,637

円

円

円

名

2

2

名20

9

(6,084,000)

40,748,000

人

5 人

人

人

円

円

2

4

人

人

人

人

４．職員総合計数

出　　向

人

人

正職員

嘱託職員

臨時職員

パート（登録）職員

合　　計

19

人

人

人

25

48

2

37

人

名

名

円

七城町

名

3

21

名

名

円

45,532,339

9,769,919

円

円

(55,903,000)

人92

123,124,572

円

円

246,805,174

141,912,528

円

28

256,927,841 92,865,280

５，６７０．００㎡５，３７５．８０㎡

Ｓ３５年　７月３０日

菊池市社会福祉協議会

旭志村大字伊萩２６９

旭志村老人憩いの家

七城町流川３９４－１

七城町老人福祉センター

旭志村七城町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

１　社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併時に統合できるよう調整に努める。

２　委託事業、補助事業については、社会福祉協議会の事業内容等の事情を尊重しながら調整に努める。また、新市は社会福祉協議会と協力し、地域福祉の
　　推進に向け住民が安心して暮らせるよう福祉の充実に努める。

　社会福祉協議会の取扱い 関　係　項　目 　社会福祉協議会の取扱い

泗水町

９９７．５２㎡

泗水町大字吉富２９００

人

16

13

Ｓ４０年１０月　１日

Ｓ５６年１１月３０日

名

6

旭志村

H　１年１０月　２日

Ｓ３５年　２月２８日

Ｓ６２年　４月１５日

菊池市

菊池市大字隈府８８８

菊池市福祉会館

市　町　村　名

協　　議　　項　　目

調　　整　の　内　　容

支払資金残高

１．事務所の位置など

主たる事務所

住　所

建物の名称

監　　事

評議員

任意社協

３．社協役員体制

法人認可

理　　事 12 9 名名10

６．平成１５年度予算額

　　【上記の内介護保険事業】

名

名

S３３年　４月　１日

住　所

建物の名称

所有者

Ｓ４８年　９月１２日

面　積

２．社協設立年月日

所有者

面　積

従たる事務所

円 55,302,258

7

円 13,925,697

人13

円

10,122,667

円

11

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容



ふれあい祭り

町慰霊祭

円

円

10,337,000

3,060,000 円

身体障害者ディサービス事業

円

8,236,000

軽度生活援助事業

円

円

泗水町地域福祉センター

円

3,496,000 円

シルバー人材センター

小川基金活動費補助金

円

2,092,000

円

生活管理指導員派遣事業

143,000 円

円

小川基金バス

円

円5,588,000

円

3,262,000

7,491,000

426,000 円

11,923,000 円

生きがいデイ・サービス事業

円

円

2,271,000

ふれあいプラザ運営

円

円

30,000 円

心配ごと相談事業 七城町老人福祉センター運営

生活管理指導員派遣事業

（委託料）

（補助額）

（補助額）

補助事業名

387,000

（補助額）

補助事業名

（補助額）

委託事業名

８．市町村委託事業

委託事業名

552,000

菊池市老人福祉センター運営

円

配食サービス事業

円

地区社会福祉協議会運営費

8,388,000

円 350,000

12,806,000 円

円

円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
菊池市 七城町 旭志村

9,143,000

1,100,000

円

円530,000

150,000

福祉レクレーション

円

円

７．１５年度社協補助金

福祉会館運営費

その他の補助金

補助事業名

招魂祭

円人件費補助金

補助事業名

30,772,000 円

生きがい活動支援通所事業

360,000 円

高齢者地域支援体制整備・評価事業

配食サービス事業

360,000 円

円 5,881,000

生きがい活動支援通所事業

円

配食サービス事業

居宅支援事業

918,000 円

ふれあいヘルパー事業

円

7,596,000 円

8,512,000 円 1,560,000 円

5,086,000 円 円

13,220,000

ふれあいサロン事業

円

ふれあいデイ事業

円

288,000 円 円2,340,000

円

円

身障デイサービス事業

【委託合計額】 円12,066,000

円円

ふれあい喫茶事業

14,604,000

245,000円

円54,056,000

706,000

転倒骨折予防事業

円

（委託料）

委託事業名

（委託料）

委託事業名

委託事業名

（委託料）

委託事業名

（委託料）

委託事業名

円

身障ホームヘルプ事業

（委託料）

介護専門相談事業

4,624,000 円

円1,825,000 円（委託料）

委託事業名

（委託料）

　社会福祉協議会の取扱い

市　町　村　名

（委託料）

協　　議　　項　　目 　社会福祉協議会の取扱い 関　係　項　目

泗水町

599,500 円

９．社協会費

委託事業名

円

円

件 1199 件会費･合計

金額 2,781,800 円 749,000 円

件数 件 1461

％ 78.4 ％ ％加入率 ％ 93

500 円

　【内　　訳】

件 1,199 件一般･会費

単価 300 円 500 円

件数 7,669 件 1,424

％ 78.4 ％ ％加入率 ％ 84.5

賛助･会員

単価 円

件数 件

加入率 ％

件 0 件

1,000 円 1,000 円

37

％ 0 ％ ％0.021

特別･会員

単価 1,000 円

件数 481 件

加入率

件 0 件

円 1,000 円

％ 0 ％ ％％

円

件

件

件

件

1,000

円

円

円

79

2

1,944,500

3668

81

500

3,589

79.0

21,705,000人件費(正職２＋嘱託２)7,907,000人件費(正職２) 円12,350,000人件費（事務局長、職員３） 11,702,000人件費(正職3)



団体名
（補助額）
団体名

（補助額）

１２．各種補助団体への補助金

件数
金額

1,628,000 円

件数

香典返し

善意寄付金

件
1,134,226 円

45 件

2,318,000

34,218,220 円

6,930,000 円

全社協
県社協
合　　計 円

１０．退職積立金
円
円

１１．寄付金
金額

450,000

円 円

円

定期預金
郵便局

円

円

2,780,000 円

菊池市更生保護婦人会

保育連盟

ひこばえの会

菊池市老人クラブ連合会

1,000,000 円

70,000

1,000,000

80,000

定期預金
円

12

円

円

184,740 円
66 件

34,218,220

228

件

円

１３．基金・積立金など基本財産

団体名
（補助額）

（補助額）
団体名

（補助額）

団体名
（補助額）
団体名

（補助額）
団体名

（補助額）
団体名

（補助額）

団体名
（補助額）

団体名
（補助額）

協　　議　　項　　目 　社会福祉協議会の取扱い

菊池市市町村名 泗水町

20,670,390 円
0 円

20,670,390

９９７．５２㎡ １９．８９㎡

ボランティア連絡協議会

円

2,100,000

肥後銀行
バス購入積立金

七城町老人クラブ連合会

旭志村七城町

関　係　項　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　社会福祉協議会の取扱い

基金名称
ＪＡ菊池　　七城中央支所

円

円

円

30,000 円

350,000

円

積立定期預金
36,957,922 円

円

555,000 円

1,000,000 円

七城町保育協議会
円

円

80,000

8,391,480 円

円
13 件

54

その他

ＪＡ菊池

円

4,500,000 円

30,000 円

円
8,391,480

七城町身体障害者連合会

10

90,000 円

50,000 円 31,000

円 48,000

77,000 円

887,000 円

円

慰霊祭
130,000 円

172,000 円

件
295,500

100,000 円
老人クラブ連合会

4,000,000 円

5,200,000 円

1,594,440 円
45,723,870 円

円44,129,430

3,085,000 円

JA菊池

福祉基金
1,200,000 円

定期貯金

110 件

30,000 円

4 件
415,226 円

ボランティア連絡協議会
100,000円200,000

80,000 円
菊池市傷痍軍人会

菊池市母子寡婦会

菊池市身体障害者連絡協議会 七城町むつみ会
円 95,000 円350,000 250,000 円

子ども会
113,000 円

民生委員・児童委員協議会 泗水町遺族会
30,000 円

185,000

菊池市民生児童委員連絡協議会

ＪＡ菊池、信用組合

運用財産積立基金
16,000,000 円

750,000 円

身体障害者協議会

円

民生委員・児童委員協議会

ボランティア協力校助成金５校

町老人クラブ連合会

イキイキふれあいサロン事業助成金 １５団体

町むつみ会
30,000 円

女性の会
50,000

16,000,000 円

青少年スポーツ育成会 傷痍軍人会

遺族会

団体6 9

円

円210,000
泗水町傷痍軍人会

泗水町母子会

旭志村身体障害者福祉協会

旭志村母子・寡婦福祉連合会民生委員・児童委員協議会

円

130,000 円

31,000 円 566,000 円
精神障害者家族会

506,000 円

150,000

団体総数
総合計 2,842,000

団体名

団体団体団体 30
円

定期預金
1,000,000 円

ＪＡ菊池

22,907,241 円 36,957,922

円 円
JA菊池

金額
保管方法
金融機関

20,807,241
運用財産積立金

肥後銀行

その他の基金
基金名称
金額

建　　物

１４．資産の状況
土　　地

金額
金融機関

金融機関

【合　　計】

団体名
（補助額）

保護司会
70,000 円

ひまわりの会
70,000 円

のぞみクラブ
30,000

円

円 250,000 円

円 円
町保育園連盟



障害者福祉

母子父子福祉

まごころ便り

老人福祉

児童福祉

2

2

4

1

20

1

台

2 台2

1 2

2 7

1

3

1

2 台

台

台

72

1

2

5

バイク

移動入浴車

合　　計

リフト車

大型バス

普通貨物

台

台

台

0

9

0 台

3

生きがいデイサービス事業

児童福祉週間に伴う各保育園・幼稚園へ･教材贈呈

泗水町保育園連盟活動援助

児童・青少年福祉活動助成

保育研修助成

在宅重度身障児見舞

2

4

0

2

親と子の集い

老人クラブ連合会へ助成

在宅介護者のつどい

市長の一日お父さん事業

趣味クラブ育成事業

児童・小・中学生・デイ利用者の交流

0 台

台

1台

0

0

台

0

3

１５．負債の状況

借入先

台

台

2

0

0

0

１６．車輌保有状況

0

1

１７．社協事業

市町村名

保有者名義

マイクロバス

ワゴン車

普通乗用車

軽乗用車

軽貨物

協　　議　　項　　目

0

15

借入先目的

借入金額

現在残高

年間償還金

0

台

台

行政 社協 合計

1

1

旭志村

台

台

台

台

台

台

3

1

0

0

2

1

0

0

台

台

台

台

台 0

台

1

七城町菊池市

台

一日父親母親旅行

泗水町

1

台

台

台

台

33,480,000

5,260,000

1

台

台

1 2

1

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

関　係　項　目 　社会福祉協議会の取扱い　社会福祉協議会の取扱い

台

1

0

社会福祉医療事業団

菊池市福祉会館建設

74,500,000

5 10

傷痍軍人会助成

保護士会助成

保育連盟へ助成

障害児学級へ助成

母子会助成

のぞみクラブ助成

放課後育成クラブへ助成

保育園・幼稚園児育成

更生保護婦人会助成

身障連助成

身体障害者支援費事業

ひまわり会助成

0

1

行政 社協 合計

1 台

生活管理指導員派遣事業

高齢者生きがい活動事業

転倒骨折予防事業

ふれあいプラザ管理運営事業

独居老人支援事業

老人福祉センター管理運営事業

生きがい活動支援通所事業

配食サービス事業

生活管理指導員派遣受託事業

2

寝たきり者へ年末見舞品支給

町老連への活動援助

ホームヘルパーによる友愛訪問

台

台

社協行政 合計 行政 社協 合計

台

台

0

118 3

イキイキふれあいサロン事業助成

寝たきり障害者への年末見舞品支給

母子・父子家庭義務教育児童学習補助

支援費事業

泗水町身体障害者福祉協議会活動援助

総会研修助成

泗水町母子会活動援助

県体育大会助成

親と子の集い事業助成

一日父親（母親）旅行の実施

母子寡婦福祉連合会活動助成及び事業協力

精神障害者ヘルプサービス

身体障害者ホームヘルプサービス受託事業団体支援

福祉器具貸し出

0 台

2 台

1 台

0 台

0 台

0 台

0 台

0 台

0 台

5 台



心の相談

福祉金庫貸付事業

福祉器具貸付事業

高額療養費貸付事業

地域福祉

　社会福祉協議会の取扱い

地域福祉権利擁護事業

ふれあいまつり

介護者の集い

福祉協力委員会

各種団体への助成協力

福祉レクレーション

関　係　項　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　社会福祉協議会の取扱い

手話講座

ボランティア団体支援

心配ごと相談

長期入所者見舞い

在宅寝たきり高齢者見舞い

歳末慰問

各種チラシ作成、全戸配付

町福祉資金貸し付け事業

社協だより発行事業

事務局だより

生活福祉資金貸し付け事業生活福祉資金貸付事業

村福祉金庫貸付事業

チラシ全戸配布

心配ごと相談

民生児童委員協議会活動助成

くらだけ友の会・精神障害者家族会・傷痍

軍人会

心配事・人権相談事業

介護保険指定訪問介護事業

老人クラブ連合会活動助成及び育成協力

身体障害者福祉協会活動助成及

び事業協力

ヘルパー同行訪問

ワークキャンプ

ボランティア協力校助成

共同募金街頭募金

泗水町

遺族会助成金支給

慶弔事業

ボランティアセンター運営

福祉まつり

関係機関との連携強化

地域福祉権利擁護

福祉人材育成の協力

ふれあいディ（語らいの場・温泉ディ）

地域福祉権利擁護事業

ボランティア連絡協議会助成

養成講座、維持研修

ボランティア便りの発行

デイサービスへのボランティア受け入れ

ボランティア講演会

ワークキャンプ

ボランティアスクール

生活福祉資金貸付受託事業

長期入院入所者見舞い

中学生ワークキャンプの開催

ひこばえ会助成（音訳）

心配ごと相談

配食ボランティア

ボランティア協力校

ボランティア連絡協議会

市町村名

心配ごと相談

相談事業

ボランティア

低所得者越年見舞

七城町

社協だより発行

協　　議　　項　　目

菊池市

貸付事業

アイバンク推進

旭志村

福祉スポーツ大会

献血協力

地区社協育成

赤い羽根ふれあいまつり

民協助成

広報活動

生活福祉資金貸し付け事業 生活福祉委金貸付事業

福祉金庫貸付事業

介護保険専門相談事業 無料法律相談法律相談



泗水町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

菊池市 七城町

　社会福祉協議会の取扱い

旭志村

　社会福祉協議会の取扱い 関　係　項　目協　　議　　項　　目

市町村名

その他

生活管理指導員派遣事業

維持研修

共同募金

2,939

友愛訪問 友愛訪問（人数及び活動内容）

21

共同募金

人

人

160

共同募金

600

130

人

レクリエーション講座

訪問介護事業

介護保険専門相談事業

老人福祉センター運営

ふれあいデイサービス事業

配食サービス事業

身体障害者ホームヘルプ事業

シルバー人材センター

ふれあいサロン事業

軽度生活援助事業

居宅介護支援事業

高齢者地域支援体制整備・評価事業

ふれあいヘルパー事業

心配ごと相談事業

ふれあい喫茶事業

訪問介護支援事業

152 人

日赤

10

通所介護支援事業

居宅介護支援事業

シルバー人材センター

人

29

シルバー人材センター

居宅介護支援事業

訪問介護事業

15 人

0

老人憩いの家収納委託事業

生活管理指導員派遣事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

老人クラブ連合会

日赤

軍恩連盟旭志支部

話し相手

配食サービス事業

生きがいデイサービス事業

小川基金バス事業

軽度生活援助事業

居宅支援事業

いきがいデイ・サービス事業

話し相手

日常生活援助

38 人

民協

日赤

名

家事援助

ふれあいプラザ管理運営委託事業

配食サービス委託事業

生きがい活動通所支援事業

通所介護事業

手話講座

転倒骨折予防事業

老人福祉センター管理運営委託事業

身障ディサービス事業

福祉センター運営事業

訪問入浴事業

人

1

共同募金

人数 名 25812名 人数 人数２０．シルバーヘルパー 名 人数

ボランティアの
育成、講座等

日赤社費、死亡者への香セット

１９．団体事務の状況

１８．ボランティ
アグループ及び
個人登録数

グループ数

グループ人数

個人登録人数

介護保険事業

委託事業



協　　議　　項　　目

市町村名 旭志村菊池市

　社会福祉協議会の取扱い

　

　・定款
　・定款施行細則
　・事務局規程
　・事務局処務規程
　・公印規程
　・職員就業規則
　・嘱託職員等就業規則
　・パートヘルパー等就業規則
　・職員給与規定
　・旅費支給規程
　・育児休業に関する規程
　・介護休業に関する規程
　・職員被服貸与規程
　・経理規程
　・世帯更生資金調査委員会規程
　・福祉金庫運営規程
　・心配ごと相談所運営規程
　・バス管理及び使用規程
　・居宅介護支援事業所運営規程
　・通所介護事業所運営規程
　・訪問介護事業所運営規程
　・訪問介護事業所身体障害者指定居宅介護
　　事業運営規程
　・シルバー人材センター規約

泗水町七城町
　

　・会員規程
　・事務局規程
　・事務局処務規程
　・公印規程
　・職員就業規則
　・経理規程
　・職員給与規程
　・役職員等旅費支給規程
　・福祉基金積立規程
　・福祉金庫運営規程
　・表彰規程
　・生活福祉資金調査委員会規程
　・心配ごと相談所運営規程
　・役職員等で非常勤の者の費用弁償規程
　

　社会福祉協議会の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

関　係　項　目

②職員の処遇に関
する事項

１）給与・諸手当・退
職金制度・福利厚
生等の調整

　
・職員就業規則
　・給与規則
　・老人福祉センター職員服務規程
　・ホームヘルパー服務規程
　・ディサービス職員服務規程
　・パートタイム職員等就業規則

○その他
①定款・規程・規則
の整備

　

　･定款
　・定款施行細則
　・事務局規程
　・庶務規程
　・公印規程
　・就業規則
　･給与規則
　・費用弁償規程
　・福祉金庫運営規程
　・老人福祉センター職員服務規程
　・ホームヘルパー服務規程
　・ディサービス職員服務規程
　・福祉会館設置要綱
　・福祉会館使用規程
　・情報公開規程
　・社会福祉事業積立金規程
　・経理規程
　･パートタイム職員等就業規則
　・助成金交付規程

　
　・職員就業規則
　・給与規程

　・職員就業規則
　・嘱託職員等就業規則
　・パートヘルパー等就業規則
　・職員給与規定
　・旅費支給規程
　・育児休業に関する規程
　・介護休業に関する規程
　・職員被服貸与規程

　

　・定款、施行細則
　・会員規程
　・事務局規程
　・事務局庶務規程
　・就業規則
　・役職員等の旅費支給規程
　・経理規程
　・公印規程
　・基金積立規程
　・福祉金庫運営規程
　・高額療養費資金貸付規程
　・バス管理使用規程
　・葬儀用祭壇貸付規程
　・福祉相談所運営規程
　・表彰規程
　・福祉協力員設置規程
　・福祉相談所運営要領
　・健康福祉大会実施要綱
　・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
　・ボランティアセンター設置要項
　・社会福祉協議会職員研修派遣要項
　・老人クラブ連合会会則
　・老人クラブ連合会交通安全部会設置要項
　・老人クラブ連合会保健体育部会設置要項
　・老人クラブ連合会婦人部会設置要項
　・身体障害者福祉協議会会則
　・母子寡婦会会則

　
・職員就業規則
　・嘱託員・臨時職員就業規則
　・育児休業等の規則
　・介護休業等の規則
　・職員給与等規程
　・職員の資格、免許等取得
　　経費補助金交付規程



協議項目３０ 資料 

社会福祉協議会の取扱いについて 

 

社会福祉法（抜粋） 

第十章 地域福祉の推進  

第二節 社会福祉協議会 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第１０９条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ること

を目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市に

あってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更正保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあっ

てはその区域内における社会福祉事業又は更正保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 

合併特例法（抜粋） 

（国、都道府県等の協力） 

第１６条 

（略） 

８ 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努め

なければならない。 

  

（「市町村合併ハンドブック」より） 

  公共団体のうち、市町村社会福祉協議会は、地域住民が主体となり地域社会における社会福祉の問題を解決して、その改善向上を図るため、関係者の参加を

得て、組織活動を行うことを目的とする民間の自主的な組織ですが、社会福祉法第１０９条において「１又は２以上の市町村に置く」ことになっているため、

合併に伴い、必ず統合する必要があります。                 

  



先進地事例 

○あさぎり町（Ｈ１５．４．１） 

調整内容 

  社会福祉協議会については、合併時に統合できるよう調整に努める。また、新町は社会福祉協議会と協力し、高齢化社会に向けて、住民が安心して生活できるよう福祉の充

実に努める。 

調整の具体的内容 

 ①社会福祉協議会は、現況（施設、組織、身分など）のまま新町の社会福祉協議会に引き継ぐものとする。  

 ②新町の社会福祉協議会の役員構成は、必要最小限とし、旧市町村のバランスを考慮して組織する 

③各社会福祉協議会で行っている施設の管理受託事業については、新町の社会福祉協議会に引き継ぐものとする。 

 ④新町の社会福祉協議会は、「事業型」に改善し独立採算に近くなるように努め、健全な財政運営を図る。 

 

○上天草市（Ｈ１６．３．３１合併予定） 

調整内容 

 ①社会福祉協議会については、４町の社会福祉協議会の事情を尊重しながら合併時に統合できるよう調整に努める。  

②事業委託、事業補助については、社会福祉協議会の事業内容等の事情を尊重しながら調整に努める。 

 

○広島県安芸高田市（Ｈ１６．３．１合併予定） 

調整内容 

 ①社会福祉協議会の統合については、４町の社会福祉協議会の事情を尊重しながら合併時に統合できるよう調整に努める。 

 ②社会福祉協議会に対する助成については、社会福祉協議会において調整する統合時の各事業の目的や効果を基に、新市移行までの間に調整を図る。 

 ③社会福祉協議会への委託事業については、新市全域に同等な福祉サービスを提供するうえで、地域の実情から社会福祉協議会が最適である場合については、社会福祉協議会

に委託する。 

 

○宇城西部五町合併協議会（Ｈ１７．１．１５合併予定） 

調整内容 

①社会福祉協議会は、合併時に統合する。なお、統合にあたっては、社会福祉協議会合併協議会を設置し、その内容についての詳細協議を経て合併までに調整するものとす 

②新市は社会福祉協議会と協力し、地域福祉の推進に向け住民が安心してくらせるよう福祉の充実に努める。 

調整の具体的内容 

 １．社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき合併時に統合する。なお、社会福祉協議会の統合にあたっては、社会福祉協議会合併協議会を設置し、その内容についての詳細協

議を経て合併までに調整するものとする。また、新市は社会福祉協議会と協力し、地域福祉の推進に向け住民が安心して生活できるよう福祉の充実に努める。 

  （１）社会福祉協議会は、現況（施設、組織、身分等）のまま新市の社会福祉協議会に引き継ぐものとする。 

  （２）新市の社会福祉協議会の役員の厚生は、必要最小限とし旧町のバランスを考慮して組織する。 

  （３）各社会福祉協議会で行っている施設の管理委託事業等については、新市の社会福祉協議会に引き継ぐものとする。 

（４）新市の社会福祉協議会は、新市と連携し住民サービスの低下を招かないように調整するものとする。 

 


